
― 41 ―

総合保健科学　Vol. 37, 2022, 41-49 研究報告

大学における合理的配慮のための学生助言者の活用
― 広島大学の事例から ―

坂本　晶子1），山本　幹雄1），山崎　恵里1），新本万里子1）

キーワード：アクセシビリティ，合理的配慮，学生チューター

Accessibility tutors for reasonable accommodation at university
― the case of Hiroshima University―

Akiko Sakamoto1）, Mikio Yamamoto1）, Eri Yamasaki1）, Mariko Shinmoto1）

Key words: Accessibility, Reasonable Accommodation, Accessibility tutor

1）広島大学アクセシビリティセンター 1）Accessibility Center, Hiroshima University

著者連絡先：〒739-8514　広島県東広島市鏡山1-7-1　広島大学アクセシビリティセンター

Ⅰ．はじめに

　2016年の「障害を理由とする差別の解消の推進
に関する法律（障害者差別解消法）」の施行1，2），
2021年の法改正により，全国の大学等における支
援体制の整備および合理的配慮提供の実施が進み
つつある。一方，独立行政法人日本学生支援機構
が，2005年度から全国の大学，短期大学及び高等
専門学校に対して実施している「障害のある学生
の修学支援に関する実態調査3）」（以下，実態調査）
によると，2020年度の大学等における障害学生の
在籍数は31,689人であり，支援障害学生の在籍数
は17,000人である。ここで，障害学生とは，身体
障害者手帳，精神障害者保健福祉手帳及び療育手
帳を有している学生または健康診断等において障
害があることが明らかになった学生，支援障害学
生とは，学校に支援の申し出があり，それに対し
て学校が何らかの支援を行なっている障害学生と
定義されている3）。
　全国の大学における障害学生数，支援障害学生

数は調査開始以来年々増加しているが，2020年度
は，障害学生数が2006年度の調査開始以降初めて
減少に転じた。実態調査における障害学生数は，
大学が把握し報告している障害学生数である。コ
ロナ禍で多くの授業がオンライン授業に移行した
ことにより，学生が大学に通学する機会が減り，
大学側が障害学生の在籍状況を把握しにくかった
ことが減少の背景にあったものと考えられる4）。
その一方で支援障害学生数は2020年度も増加して
いる。支援障害学生数は，実際に大学が何らかの
支援を行っている学生の数であり，支援体制の整
備を含め，より実態を反映していると思われる。
2020年度の支援障害学生数の増加要因として，コ
ロナ禍前から続く支援障害学生数の増加傾向が続
いていることに加え，オンライン授業の実施等に
より新たな支援ニーズが発生した可能性も指摘さ
れている4）。
　広島大学においても支援障害学生数は増加の一
途をたどっており，2020年度は増加傾向が若干緩
やかになったが，原則対面授業となった2021年度
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は再び支援障害学生の増加が顕著となってきてい
る。特に，「情報整理」や「スケジュール管理」，「見
通しを立てて計画的に対処・行動すること」，「考
えをまとめて言葉にすること」，「重要な情報を入
手・確認する事」，等のスキルに関する困難さが
あり，情報面や学習面での助言・支援を必要とす
る学生の支援需要が増えている。このような学習
面に係る困難さに対する支援需要においては，カ
リキュラムや授業内容に関する知識・経験や学術
的な専門知識を要する内容も含まれることが少な
くない。学術的な専門知識を要する内容について
は，無論，関係教職員による配慮・助言がなされ
ているが，関係教職員による配慮・助言のみでは
修学状況や学習面での改善が見られないケースも
少なくない。一般の学生はどのようなリソースに
アクセスし情報面・学習面での問題に対処してい
るのかについて考えると，気軽に相談することが
できる友人や先輩の存在が浮かび上がってくる。
コロナ禍以前は友人や先輩に相談できて，社会的
障壁の所在が顕わにならなかった学生がコロナ禍

でリモート授業が中心となる中，相談機会が減り
修学上の支障が顕著となったケースもあった。
　このような背景の中，広島大学アクセシビリ
ティセンターでは，学習面や修学面での助言がで
きる学生を学生助言者として雇用する，学生
チューター制度を運用し，障害学生に対する学習
支援・情報支援を行っている。本稿では，広島大
学の事例をもとに障害学生支援の現状について整
理し，今後も需要の増加が予想される「合理的配
慮のための助言者」について議論し，広島大学で
運用している学生チューター制度の可能性につい
て報告する。

Ⅱ．大学における障害学生支援

１　支援障害学生と合理的配慮需要の現状
　まず，大学における障害学生や合理的配慮需要
の現状について，最近５年間の実態調査3），およ
び広島大学の支援状況をもとに整理する。
　図１に，全国の大学における障害種別支援障害
学生数の推移を示す。支援障害学生全体数を棒グ

図１：大学における支援障害学生数の推移
（独立行政法人日本学生支援機構：大学，短期大学及び高等専門学校における障害のある学生の修学支援
に関する実態調査結果報告書より著者作成）
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ラフで，障害種別の人数を折れ線グラフで表す。
図１より，大学における支援障害学生数は年々増
加していることが分かる。中でも，発達障害，精
神障害，病弱・虚弱のいわゆる潜在型支援需要の
ある学生数の増加が顕著であり，このことは今な
お潜在的に大きな支援需要があることをうかがわ
せる。一方，視覚障害，聴覚・言語障害，肢体不
自由等の所謂従来型の支援需要は大きく変化はし
ておらず，特に重度の障害のある学生数は極めて
少なく，全国で支援体制整備が進んでいる現状に
おいても，重度の視覚・聴覚の障害や重度の肢体
不自由がある学生を支援した経験のある大学は限
定的であると考えられる。
　図２に，広島大学における障害種別支援障害学
生数の推移を示す。広島大学においても，全国的
な状況と同様に支援障害学生数は年々増加してお
り，特に，発達障害，精神障害の学生の増加は広
島大学の方が顕著である。また，広島大学の場合
は，病弱・虚弱の支援障害学生が全体に占める割
合は全国と比べると低いが，最近３年間（2018–
2020年度）は全国データと同様に増加傾向を示し
ている。視覚障害，聴覚・言語障害，肢体不自由

については人数が少ないためばらつきがあるが，
概ね数名から10名程度であり，顕著な増減は見ら
れないのは全国のデータと同様である。
　2020年度の実態調査において，支援障害学生に
対して実施されている授業支援は，「配慮依頼文
書の送付」が実施校数577校中430校と最も多く，
続いて「教室内座席配慮」が401校，「出席に関す
る配慮」が382校であった3）。また，顕著に増加
する発達障害及び精神障害の学生に対して実施さ
れている支援は，多い順に「配慮依頼文書の送付」

「出席に関する配慮」「授業内容の代替，提出期限
延長等」となっており，授業担当教員等の配慮や
調整による支援が多く実施されており，個別性の
高い支援であることが指摘されている。
　一方，関係教職員以外の支援者（以下，特別な
支援者）が行う場合が多い支援としては，授業支
援（代筆，筆記通訳等），教材加工（点訳，音声
教材への字幕付与，資料の電子データ化等），助
言・補助（実験の補助，修学上の助言等），介助（ガ
イドヘルプ等）などがあげられる。筆記通訳やガ
イドヘルプは，支援に関する知識や技術が必要で
あること，点訳や資料の電子データ化，音声教材

図２：広島大学における支援障害学生数の推移
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への字幕付与等の支援は多くの支援者を必要とす
ることなどから，関係教職員のみでは対応が難し
い。年度により支援需要が大きく揺らぐ「特別な
支援者」を恒常的に確保する事は多くの大学に
とって容易ではなく，特に規模の小さい大学では
過重な負担となりやすい支援需要であると考えら
れる。広島大学では，2006年度から継続してアク
セシビリティリーダー（以下，AL）の育成に積
極的に取り組んできており，１級・２級の AL 資
格を取得している学生を，学生サポーターとして
雇用し支援を行なっているため，多様性理解や支
援技術に長けた学生サポーターを安定的に確保す
ることができている5-7）。
　しかしながら，情報面や学習面の助言・支援に
おいては，カリキュラムや授業内容に関する知
識・経験や学術的な専門知識を要する内容も含ま
れており，アカデミックスキルに長けた助言者・
補助者が必要となる。「アカデミックスキルに長
けた特別な支援者」による支援は大きな潜在需要
があり増大傾向にあると指摘されている8）。
　広島大学では，対象となる障害学生の在籍して
いる学部・研究科から推薦されるアカデミックス
キルに長けた学生を助言者として雇用し支援にあ
たる，「学生チューター制度」を運用している6）。
助言者としての学生チューターに対しては，多様
性理解や支援技術に関する要件は課していない
が，アクセシビリティセンターから学部・研究科
に推薦を打診する際には，職務内容と学生チュー
ターの人物像について説明し，採用の際は２級
AL 資格の事後取得を推奨している。学生チュー
ターの多様性対応力や支援スキルの面で不足する
部分については，必要に応じてアクセシビリティ
センターの支援コーディネーター（職員）が介入

し補佐している。学生チューター制度は障害種に
よらず様々な場面での活用が期待されるが，特に
最近は，発達障害・精神障害のある学生を対象と
した，専門科目や研究室での専門的な情報提供，
指導教員など関係教員との連携，学習の際の助言
などで，助言者の配置が有効であるケースが増え
てきている。

２．COVID-19パンデミックによる配慮需要の変化
　新型コロナウイルス感染症の影響により，2020
年度以降，大学の授業のオンライン化が急速に進
んだ。大学で開講される多くの授業が，短期間に
オンラインでの実施に変化したことは，障害学生
の修学環境にも大きく影響を与えた9，10）。オンラ
インで実施されることで授業に参加しやすくなる
ケースがある一方，オンライン化によって受講が
困難になるケースもあることが報告されてい
る11-14）。
　授業のオンライン化により軽減・解消または潜
在化した受講上の障壁としては，①通学や，入室
に関する物理的又は心理的な障壁，②配布資料・
投影資料・講義音声等に関する情報障壁，③受講
機会の制約（時間によらず視聴可能なオンデマン
ド授業，通学負担の消失等による）などが挙げら
れる。
　実際，対面授業が再開されてくると，オンライ
ンでの受講を配慮として希望するケースが顕著に
増えてきている。表１に，対面授業が８割程度と
なった2021年度の広島大学の配慮依頼内容に占め
るオンライン関係の事項の割合を示す。オンライ
ン受講上の配慮である，マイク・カメラやビデオ
映像の OFF（音声のみによる受講）は微減又は
減少しているのに対して，オンライン（同時双方

オンラインでの
受講を検討

オンデマンドで
資料・教材配布

マイク・カメラを
オフでの受講許可

ビデオオフでの
受講許可※

前期（全538件） 39（ 7.2％） 32（5.9％） 83（15.4％） 17（3.2％）

後期（全604件） 90（14.7％） 46（7.6％） 81（13.4％）  8 （1.3％）
※ 眼精疲労など，長時間 PC の画面を見続けることが困難な場合に，ビデオ映像をオフにして受講することを許可する。

表１：2021年度の広島大学の配慮依頼内容（オンライン関係）
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向）受講やオンデマンド受講については顕著に増
加している。オンライン受講であれば受講できて
いる学生が相当数おり，対面授業の増加とともに
表面化してきているという現状がうかがえる。
　一方，授業の急激なオンライン化により新たに
生じた受講障壁としては，①情報量の増大による
受講障壁（情報過多），②相談機会・助言を受け
る機会の減少（友人，先輩，教員，職員等），③
時間管理・スケジュール管理・自己管理の困難，
などの問題が見られる。新たな受講障壁①②に関
しては，障害学生だけの問題ではなく改善が進ん
でいると考えられるが，③については，現状では
オンライン授業の比率が増えるとともに顕在化す
る可能性がある。広島大学では③に関する個別支
援として，対面又はオンラインでの定期面談に加
えて，自習スペースの提供を行なっている。時間
と場所を決めて定期的に学習できる自習支援の需
要は学生チューター制度の需要増加と並んで，コ
ロナ禍以前から需要増の傾向があったが，コロナ
禍で授業のオンライン化が進み自宅で学習する機
会が増えたことでニーズの増加傾向はより顕著に
なっている。

Ⅲ．学生チューター制度の活用

　ここでは，支援コーディネーターと相互補完的
に助言業務を担い学生メンター的な役割を果たし
ている広島大学の学生チューター制度について，
その内容と特色を整理する。

１．支援の検討
　支援は，所属学部に支援申請を行っている学生

（以下，利用学生）を対象として実施される。助
言者・補助者として学生チューターを検討するの
は主に，学外実習（教育実習），専門科目，実験・
実習科目，卒業研究など，科目に関する専門的な
知識や技術が必要であり，授業担当教員など関係
教職員が実施できる合理的配慮・教育的配慮の範
疇では，その効果が限定的であるケースである。
多様性対応や支援スキルを持つ学生を育成するに
は，ある程度の時間を要する。ピンポイントでア
カデミックスキルに長けた学生を，学生メンター

として雇用できる制度として学生チューター制度
を開始した。広島大学では，その利点を活かして
学生チューター制度を柔軟に運用している。これ
までに検討・実施した支援には以下のようなもの
がある。
① 　学外実習（教育実習等の）に関する事前指導

と助言
② 　卒業研究・卒業論文作成に関する情報提供・

助言
③ 　受講やレポート作成に関する助言（情報の取

得，形式など）
④ 　指導教員とアクセシビリティセンターの情報

共有の仲介
⑤ 　実験科目における，利用学生の作業補助
①②③については，支援コーディネーターが間に
入るなど介入するケースが多く，④は支援コー
ディネーターの補佐的要素が大きく，⑤について
は TA や学生サポーターの業務に近い。

２．支援実施までの流れ
１）支援ニーズの把握と支援内容の決定
　アクセシビリティセンターでは，支援コーディ
ネーターが定期的に面談を行い，支援ニーズの把
握に努めている。自分自身の困りごとを認識し整
理することが困難な学生もおり，また支援内容に
修正が必要な場合もあるため，定期的に確認し支
援の準備，利用学生や関係教職員との調整などを
行っている。
２）マッチング
　困りごとを言葉にして人に相談することが不得
手な学生で，専門性の高い授業・ゼミ・研究・実
習等に関する学習支援や予習・準備に関する支援
を必要としているケースでは，①教職員による助
言・配慮・調整，②支援コーディネーターによる
助言・調整，③学生チューターの手配，等の対応
が検討される。学術的な知識を要する助言や履修
経験に基づく助言が必要で，①②の対応で履修状
況の改善が限定的となる可能性がある場合は，学
生チューターの手配を利用学生に提案し，利用学
生に制度利用と人選の範囲（学生チューターの所
属，学年，人物像等）に関する合意が取れれば，
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利用学生の所属する学部・研究科に候補者の推薦
を依頼している。
３）事前説明・日程調整
　学生チューターの候補となった学生には，アク
セシビリティセンターから，支援内容，雇用の条
件，注意事項などを事前に説明し，学生の同意が
得られれば採用となる。利用学生が，自分の状況
を周囲の学生に知られたくないケースもあるた
め，「情報の取扱い」を含めた業務上の留意事項
については事前に説明，確認しておくことが重要
である。
４）支援の実施
　実験科目など授業中の支援については，授業担
当教員の采配のもとで作業補助などの支援を実施
する。学生チューターが利用学生に助言を行う支
援では，利用学生本人の状態に合わせて，支援コー
ディネーターが同室または同席または仲介して支
援を実施する。
５）事後報告
　学生チューターは，実施した支援内容，時間を
アクセシビリティセンターに報告する。また，利
用学生及び学生チューターに聞き取りを行い，支
援の状況や課題を把握し，双方へのフォローを行
う。

３．支援の成果と課題
　実験科目での作業補助などのケースでは，支援
内容が明確である場合が多いため支援は概ねス
ムーズに進む場合が多く，ノウハウも蓄積されつ
つある。一方，学習上の助言など，面談形式で行
う支援に関しては，情報の整理ができた，課題へ
の取り組み方を具体的に知ることができた，など
の成果が得られている。
　一方で課題としては，次のようなことが挙げら
れる。

１）必要な支援ニーズの把握
　在学中に修学上の障壁が顕わになった学生の場
合は，卒業が危うくなる等，かなり切迫した状況
で支援につながるケースも少なくない。利用学生
が自分自身の困難さを把握・整理し支援ニーズを

伝えることは非常に重要であるが，切迫した状況
で支援につながる学生は支援ニーズについて整理
できていない事が多く，効果的な支援の開始まで
にさらに時間を要することもある。状況が切迫す
る前に，利用学生本人又は関係する教職員が支援
ニーズに気づき，多様な学生が気軽に学習支援を
利用できる環境整備が必要である。

２）コミュニケーション上の困難さ
　利用学生にコミュニケーションの困難さがあ
り，学生チューターと直接話をすることが難しい
場合は，支援コーディネーターを介した間接的な
支援となる。間接支援の場合は，仲介が入る分タ
イムラグも生じやすくなるが，利用学生と助言者
の間のギャップを埋める時間と労力が縮小し履修
状況の改善も進む傾向がある。間接支援には，利
用学生・学生チューター双方の精神的な負担を軽
減できるという側面や，支援コーディネーターが
つぶさに学習上の障壁と改善状況についてモニ
ターできるメリットもある。タイムラグの問題に
ついては，支援のデジタル化により時間短縮する
ことが可能であると考えられるが，より重要なの
は仲介者を要しない支援に移行することであると
考えられる。そのためには，支援コーディネーター
がノウハウを蓄積するとともにマニュアル化する
など，支援コーディネーターの能力に負う部分を
最小化していく工夫が必要であろう。

３）学生チューター人材の確保
　①利用学生と学生チューター候補との関係性の
問題や，②学生チューターに係る負担への懸念，
③専門性が高いため研究分野の問題等で候補者が
いない，などで，学生チューター人材の確保が困
難な場合がある。②については過度な負担になら
いよう配慮されているが，候補者本人も卒論や修
論を控えた大事な時期である場合もあり，指導教
員が難色を示すケースもある。恒常的にアカデ
ミックスキルに長けた支援者を確保できる制度設
計も必要である。
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４）時間的制約
　近年は，在学途中に単位数の不足，卒業研究，
就職活動などをきっかけに困難さに気づき支援申
請に至るケースも増えてきている。このような切
迫した状況で学習支援を必要とする学生の場合
は，支援の準備から実施までの時間的な制約が課
題となる。学習に関する助言者の手配が効果的な
支援である場合も，厳しい時間的制約がある中で
は十分に機能しない場合もある。ニーズの増加に
対応できるよう，少しでも早く支援を開始できる
環境整備が必要である。支援申請に抵抗がある，
診断書等の取得に時間を要するなどで，支援開始
までに時間を要するケースもある。障害の有無は
明らかではなくても，社会的障壁の所在が明らか
であれば（障害の有無に限らず），教育的配慮と
して学習支援を開始できるような制度設計が必要
である。

４．オンライン授業の増加による影響
　Ⅱの２で述べたように，広島大学では，時間管
理・スケジュール管理・自己管理などに困難さを
抱える利用学生に対して自習スペースを提供す
る，自習支援を行なっている。自習支援において
は，時間と場所を決めて定期的に来室すること，
定期面談や，開始前の支援コーディネーターの声
かけにより，その日の学習計画を確認することで，
スムーズに学習に取り組むことができるなどの点
がメリットとして聞かれ，利用学生は増加傾向に
ある。特に，コロナ禍で授業のオンライン化が進
むとともに，通学による制約や受講機会，受講時
間の制約が減少したことにより逆に，時間管理や
自己管理の困難さが顕著に現れるようになった
ケースもあり，自習支援のニーズ増加につながっ
ている。学内には，図書館などの施設や，全学生
が利用可能な自習スペースが設置されているが，
上記のような困難さについては，スペースの確保
だけでは継続的な利用に至らない場合が多く，学
習計画の確認や声かけをする監督者がいることが
重要であると考えられる。スケジュール管理や，
見通しを立てて計画的に対処・行動することに困
難さがある学生の支援需要が増えている現状を見

ると，対面授業に戻った後も，定期的な時間の確
保とスペースの提供，声かけなど，自習支援の需
要は今後も増加するものと思われる。
　現在は，支援コーディネーターが利用学生への
声かけなどを行なっているが，需要の増加に対応
するためには限界がある。学生チューター制度は，
自習支援にも活用できる可能性があり，組み合わ
せて支援者を確保するなども検討していく必要が
ある。

Ⅳ．まとめ

　本稿では，大学における支援障害学生数の推移
について実態調査の結果をもとに整理し，また広
島大学の事例をもとに，近年需要が増加している
合理的配慮のための助言者について議論した。近
年は，発達障害や精神障害，病弱・虚弱の支援障
害学生数が顕著に増加しており，その傾向はしば
らくは続くものと予想される。支援障害学生の増
加とともに，合理的配慮の需要は増えているだけ
でなくその内容も多様化してきている。多様化す
るニーズの中でも特に，授業，研究活動などに関
する情報面・学習面の助言，実験や実習科目など
専門的知識や技術を必要とする授業の補助など，
アカデミックスキルに長けた助言者・補助者の支
援需要は増加傾向にある。広島大学で実施してい
る学生チューター制度では，学部・研究科から推
薦を受けた，アカデミックスキルに長けた学生を
助言者・補助者として雇用し，学習上の助言や作
業の補助を行なっている。学生チューターは，実
験や実習の補助など，その分野の専門的な知識・
技術を持っていることだけでなく，近い立場の学
生だからこそできる助言が有益な助言となりうる
ことがわかってきている。発達障害・精神障害の
ある支援障害学生が増加し，情報の取捨選択や情
報整理，スケジュール管理，学習への取り組み方，
卒業研究など長期間の見通しを立てて学習すると
いった困難さに関する支援需要が増えている現状
を考えると，助言者としての支援者活用の場面は，
今後も多くなってくると考えられる。ただ，実際
の支援実施に当たっては，コミュニケーションへ
の配慮が重要であり，アクセシビリティセンター
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では，支援コーディネーターが利用学生と学生
チューターの間を仲介しマネジメントすることで
支援を行っているケースが多い。このようなケー
スでは，学生チューターが直接助言を行う場合に
比べてタイムラグが生じやすく，支援が制限され
る可能性がある。今後，需要の増加に対応してい
くためには，支援ニーズの的確な把握，効率的な
マネジメント方法について議論していく必要があ
ると考えられる。支援ニーズを，必要な時に的確
に把握するためには，支援コーディネーターとの
定期面談などを通して，自身の困りごとを認識し
言葉で伝えることが難しい利用学生に対して，限
られた時間で本人の困りごとを整理し効果的な支
援を考えることが重要である。これまでの対応事
例をもとにノウハウを蓄積し，必要な支援を提案
できるようなシステムを整備していくことが重要
だと思われる。また，学生に関わる教職員が早期
に支援ニーズに気づき，必要な支援リソースにつ
ながることができるよう，制度の理解や周知も含
め環境を整備していく必要があると考えられる。
効率的なマネジメントを行うためには，アカデ
ミックスキルを持つ支援者の人材育成や，支援
コーディネーターの役割をよりシステム化するな
どを検討することも必要だと考えられる。近年，
学習面に関する支援を必要とする学生は増加して
いるが，切迫した状況で支援ニーズについて整理
できていないまま支援につながるために，支援を
スムーズに開始することが難しいケースも多い。
教育的配慮としての学習支援を活用できるよう，
制度設計が必要である。
　また，コロナ禍における授業のオンライン化に
より，支援障害学生の支援ニーズにも変化が見ら
れる。オンライン化に伴い，自宅等でオンライン
授業を受講し続けることが難しいケースがあるこ
とが新たな課題として明らかになってきた。この
ような状況に対して，定期的に自習スペースを提
供し，スケジュールや進捗に関する助言を行う自
習支援を活用するケースが増加している。自習支
援においては，スペースおよび時間の確保だけで
なく，適切な助言や監督を行う支援コーディネー
ターの存在が大きな役割を果たしている。今後見

込まれる需要の増加に対応していくためには，学
生チューター制度も活用し，声かけや助言といっ
た役割を担う人材を確保していくことが必要であ
ると考えられる。
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